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 平成24年「再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（再エネ特措法）が施行された。

 FIT･FIP制度では、再エネに係る電気の買取費用の一部は、電気利用者から集められる再エネ
賦課金によってまかなわれている。

ＦＩＴ／ＦＩＰ制度の概要

出典:なっとく! 再生可能エネルギー（エネ庁Webサイト）



 調達価格等算定委員会（エネ庁設置）での議論を踏まえ、バイオマス発電区分に応じた調達価
格・基準価格が設定（間伐等由来、一般木質、建設資材廃棄物等）されている。

 上記区分の下では、間伐等由来・一般木質の調達価格等を適正に運用するため、由来証明が求
められている。

 間伐等由来・一般木質について、形状等で外形的に識別できないため、由来区分ごとに適切に
分別管理した上で、由来証明が必要。証明ガイドラインで具体的な方法を整理。

ＦＩＴ／ＦＩＰ発電での木質バイオマスの取扱い

出典:再生可能エネルギー FIT・FIP 制度 ガイドブック2025（エネ庁）

由来区分ごとに分別管理（イメージ）2025年度以降の調達価格/基準価格・調達期間/交付期間

調達価格や調達期間は、各電源ごとに、事業が効率
的に行われた場合、通常必要となるコストを基礎に、
価格目標や適正な利潤などを勘案して定められます。
具体的には、中立的な調達価格等算定委員会の意見

を尊重し、経済産業大臣が決定します。

調達価格等算定委員会

出典:なっとく! 再生可能エネルギー（エネ庁Webサイト）



認定・指導等

 認定団体から認定を受けた事業者は、適切に分別管理し、由来証明書を証明・伝達する必要。

 認定団体は、事業者に対する認定・指導等（分別管理体制の審査・認定、立入検査、認定の取
消等）や情報公開（事業者の取扱実績のとりまとめ・公表等の対応）を行う必要。

 FIT/FIP制度に対する消費者の信頼性、認定に係る透明性を確保する必要。

証明ガイドラインの仕組み（認定団体による事業者の認定）

認定団体

認定事業者

分別管理体制等の審査・認定

運用状況の確認

研修等で運用の理解促進

立入検査
認定取消

発電事業者
由来証明

電力会社 電気利用者

取扱実績の報告

電気の買取 電気料金
再エネ賦課金

分別管理
書類管理

情報公開
自主行動規範・実施要領
認定事業者の情報
取扱実績のとりまとめ・報告

透明性・信頼性の確保

（FIT/FIP認定
事業者）



木質バイオマス発電におけるライフサイクルGHG導入の背景
○ バイオマス発電は、燃料となるバイオマスの収集・輸送等に化石燃料を使用することから、できる

限りライフサイクルGHGを低減することが求められる。

○ エネ庁に設置されたバイオマス持続可能性ワーキンググループ※１での議論を踏まえ、FIT/FIP制度
の新たなルールとして、一定の条件を満たすバイオマス発電案件※２では、ライフサイクルGHGを算定
し、火力発電(180g-CO2eq/MJ電力）に比べて70％削減※３ (54g-CO2eq/MJ電力）することとされた。

○ 素材生産事業者やチップ製造事業者等は、ライフサイクルGHGを算定するために必要な情報（算定
に用いる既定値の根拠となる情報（原料区分、トラック最大積載量、輸送距離等）。以下「GHG関連
情報」という。）を発電事業者に適切に伝達する必要。

○ 国内木質バイオマス※４のFIT/FIP発電については、すでに「木質バイオマス証明ガイドライン」に基
づき由来証明を伝達していることから、GHG関連情報も同ガイドラインに基づき伝達することと整理。

○ R６年４月に同ガイドラインを改正。関連Q&Aを公表。

※１ バイオマス発電に係るFIT制度のあり方を専門的・技術的に審議する場として設置された検討会
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/biomass_sus_wg/index.html

※２ 令和４（2022）年度以降にFIT/FIP認定を受けた1,000kW以上の発電案件
令和３（2021）年度までのFIT/FIP認定で、燃料計画の変更認定を受ける1,000kW以上の発電案件
稼働中の発電所でも、燃料計画の変更認定を受けた場合はライフサイクルGHG算定の対象となることに留意

※３ 令和11（2029）年度までは50％削減(90g-CO2eq/MJ電力）で可

※４ 輸入木質バイオマスのFIT/FIP発電については、ライフサイクルGHGを確認できる第三者認証（SBP,GGL)を
活用することと整理。

GL p.8 4 (1)・(2)

GL p.8 4 (1)・(2)、 p.9 4 (2)・(3)

GL  p.9 4 (2)・(3)

GL p.8 4 (1)



○ 木質バイオマス発電のライフサイクルGHGとは、バイオマス燃料の原料収集、輸送や加工、発電利
用等の工程で排出される温室効果ガス（GHG:Greenhouse Gas）の総量。

○ 発電した電力量当たりのCO2換算量（g-CO2eq/MJ電力）で表す。
○ 簡便な計算に使える、工程ごとのGHG排出量の既定値※１をバイオマス持続可能性ワーキンググルー

プにおいて設定済み。

原料収集 原料輸送 チップ加工 チップ輸送 発電

林業機械やトラック、破砕機の稼働等（軽油・電力等を使用）によるGHGの排出 燃焼によるCH4、N2Oの排出

GHG GHG GHG

木質バイオマス発電に係るライフサイクルGHGとは

GHGGHG

① ② ③ ④ ⑤

※１ FIT/FIP 制度におけるバイオマス燃料の ライフサイクル GHG 排出量の既定値
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/lifecycleGHG_bio.pdf





出典:資源エネルギー庁 2025年1月17日 第101回調達価格等算定委員会 参考資料２から抜粋（一部改変）



11出典:資源エネルギー庁 2025年1月17日 第101回調達価格等算定委員会 参考資料２から抜粋



（１） 事業者は、木材等を利用するに当たって、合法伐採木材等を利用する努力義務
（２） 木材関連事業者は、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を行う努力義務
（３） 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を確実に講ずる者は、登録実施機関による登録を受けることが可能
（４） 第１種（川上・水際）木材関連事業者は、合法性の確認等を行う義務
（５） 素材生産販売事業者は、木材関連事業者からの求めに応じ、合法性の確認に資する情報を提供する義務

改正クリーンウッド法の概要

：義務 ：努力義務

消
費
者
等

海外の輸出事業者

事業者 合法伐採木材等の利用 【５条】

木材関連事業者

第２種木材関連事業者

情報の
要求等
【13条１項】※

情報の伝達
【13条１項】※

体制の整備等、合法伐採木材等の利用を確保するための措置
【13条１項】※

合法性の
確認等
【６、７条】

情報の
伝達
【８条】

【13条１項】※

一定規模以上の事業者の
国への定期報告 【12条】

第１種木材関連事業者

※ 13条１項の措置を確実に講ずる者は登録が可能 【15条、20条１項】

素材生産販売事業者

求めに応じた情報提供
【９条】

令和７年
４月１日 施行

○ 基本方針の策定 【３条】

○ 法令等情報の提供、
制度の普及 【４条】

○ 指導・助言、立入検査等
【10、11、14、40、45条】

○ 施行後３年を目途とし、
施行状況を検討 【附則４条】

国 （農林水産省・経済産業省・
国土交通省の共管）

12



13
出典:資源エネルギー庁 2025年1月17日 第101回調達価格等算定委員会 参考資料２から抜粋



14出典:資源エネルギー庁 2024年12月17日 第31回バイオWG 参考資料１から抜粋
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「対応イメージ」の出典:資源エネルギー庁 2025年1月17日 第101回調達価格等算定委員会 参考資料２から抜粋
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